
　　

　

　

 

　残暑の候、皆様におかれましては、益々ご清
祥のこととお喜び申し上げます。
　また、日頃より、和光市駅北口土地区画整理
事業にご理解、ご協力をいただき、誠にありが
とうございます。
　さて、今号では第２６回土地区画整理審議会
の報告についてお知らせいたします。

和光市駅北口土地区画整理事業

区画整理だより　第48号
平成２7年　８月 7日

■日　時　平成2７年７月２４日（金）
　　　　　午後２時００分から午後３時４５分まで

■場　所　駅北口土地区画整理事業事務所　会議室

 ■内　容　 平成2７年度の工事予定について【説明】
 　　　　　 仮換地指定について【報告】＜非公開＞

■出席者　委員９名、副市長、事務局６名

■傍聴者　１３名

 　※議題 仮換地指定については、個人情報に関することを取扱
　　うため、審議会の議決により非公開となりました。

審議会の内容

第26回土地区画整理審議会の報告

(1)平成2７年度の工事予定について【説明】

　平成2７年度の工事予定について、平成2７年度工事実施予定箇所図
（裏面参照）をもとに説明を行いました。

■平成2７年度工事実施予定箇所
　①・区６－１２号線外街路築造他工事
　　　（道路工  工事延長１８８．８ｍ、
　　　　整地工  工事面積２，７４４．６㎡、付帯工　撤去等一式）
　　・区６－１２号線外配水管新設工事
　　　（配水管布設工　工事延長１２８．２６ｍ、他一式）

　②道路工事
　　（区画道路１２－３号線　工事延長５７ｍ、
　　　都市計画道路　宮本・清水線　工事延長１００ｍ）

　③整地工事
　　（１７街区　工事面積２，６００㎡）

　※②、③については２７年度下半期に発注予定

　区画道路１２－３号線（妙蓮寺通り）については、自動車等の交通量
が多いことから、工事期間中は車両通行止めを行い実施する予定です。
　迂回路については、①で施工した道路（区画道路６－１１号線、６－
１２号線、６－１３号線）を利用していただくよう道路管理者、警察と
も協議を行っています。

(2)仮換地指定について【報告】

　仮換地指定の軽微な変更１件について報告をしました。
今回の仮換地指定の変更は、土地所有者の仮換地変更願の申請による画
地の分割で、他の権利者に影響を及ぼさず、換地の実質を変更しないた
め、軽微変更として施行者限りで処理したことについて、審議会へ報告
したものです。

◎区画整理に関するお問合せ・ご相談は下記までお尋ねください。

〒351-011１　和光市下新倉１丁目５番５５号
「駅北口土地区画整理事業事務所」
 TEL：０４８－４５０－１６０２   FAX：０４８－４５０－１６０３
  mail：e0500@city.wako.lg.jp




